[bookmark: _Hlk66719294]　令和８年度つくば市水稲病害虫防除事業費補助金交付要項

（目的）
第１条　この要項は、稲作を営む者及び団体の経営安定及び良質米の生産を図ることを目的に、稲作を営む者及び団体が行う水稲病害虫の発生及びまん延を防止する防除に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、つくば市補助金等交付適正化規則（昭和62年つくば市規則第15号。以下｢規則｣という。）及び、この要項に定めるところによる。

（補助金の交付）
第２条　つくば市長（以下「市長」という。）は、第１条の目的を達成するために、稲作を営む者及び団体が薬剤購入に要した費用の一部を補助するものとする。

（補助対象）
第３条　補助の対象は、次の各号の全てを満たすものとする。
一　対象者は、市内に住所を有し、令和８年度に稲作を営む者又は団体とする。
二　対象経費は、水稲病害虫の防除薬剤の購入費用とする。
三　対象薬剤は、ウンカ類又はイネカメムシに対して効果があり、かつ２か月以上効果が持続するもので、令和８年４月１日以降に使用しているものとする。ただし、ネオニコチノイド系の防除薬剤は対象外とする。
四　対象面積は、水田及び陸田（利用権設定された土地を含む。）において水稲を作付けするほ場のうち、主食用米、加工用米又は飼料用米の作付け面積とする。ただし、次に掲げる面積は対象外とする。
　　イ　休耕のほ場面積
　　ロ　青刈り稲のほ場面積
　　ハ　つくば市以外に所在するほ場面積

　（交付申請及び申請期限）
第４条　補助金の交付を受けようとする者は、令和８年度つくば市水稲病害虫防除事業費補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類のいずれかを添付し、市長に提出するものとする。
一　つくば市農業再生協議会へ提出する「令和８年度経営所得安定対策等交付金に係る営農計画書」の写し
二　つくば市農業再生協議会から発行される「令和８年度作付計画台帳」
三　農業協同組合発行の「防除明細書」
２　農業協同組合又は農薬販売店（以下｢農協等｣という。）から第３条に規定する補助対象の水稲病害虫防除用薬剤を購入した稲作を営む者及び団体について、農協等による代理申請はできないものとする。
３　補助金の交付申請期限は、令和８年４月１日から薬剤使用の前日、または令和８年８月31日のいずれか早い日とする。

　（補助金の交付決定）
[bookmark: _GoBack]第５条　市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る補助金の交付が、補助事業の目的及び内容が適正であり、かつ、効果が期待できるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
２　市長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

　（決定の通知及び事業着手）
第６条　補助金の交付決定の通知は、令和８年度つくば市水稲病害虫防除事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により行うものとする。
２　補助金の交付を受けようとする者は、令和８年度つくば市水稲病害虫防除事業費補助金交付申請書（様式第１号）を提出することにより、交付決定前に事業に着手できるものとする。

（補助金の額）
第７条　補助金の額は、補助対象経費の３分の１以内とし、補助対象面積10アール当たり2,000円（１アール未満切り上げ）を乗じて得た額を上限に、予算の範囲内で算出する。
２　前項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

（事業の内容変更）
第８条　補助事業等を行う者（以下「補助事業者」という。）は、当該補助金の交付の対象となった事業について重要な変更をしようとするときは、あらかじめ令和８年度つくば市水稲病害虫防除事業費補助金変更承認申請書（様式第３号）を市長に提出して、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更を除くものとする。
なお、重要な変更とは下記（１）から（３）のとおりとする。
　(1)法人の代表取締役変更等による申請者の変更
　(2)作付け面積の変更
　(3)事業費の増、または30％を超える減
２　市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、令和８年度つくば市水稲病害虫防除事業費補助金変更承認書（様式第４号）により補助事業者に通知するものとする。

（実績報告書）
第９条　補助事業者は、令和８年12月18日までに令和８年度つくば市水稲病害虫防除事業費補助金実績報告書（様式第５号）（以下「実績報告書」という）を市長に提出するものとする。
２　補助事業者は、やむを得ない事情により前項の期限までに実績報告書を提出できないことが判明した時は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
３　市長が、前項の報告を受けやむを得ない事情によるものと判断した時は、第１項の期限の延長を認める。

（補助金の額の確定及び通知）
第10条　市長は、第９条の規定により補助事業の実績報告を受けたときは、補助事業の成果が補助金の交付の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、令和８年度つくば市水稲病害虫防除事業費補助金額確定通知書（様式第６号）により通知するものとする。

（補助金の交付請求）
第11条　補助金の交付の請求は、令和８年度つくば市水稲病害虫防除事業費補助金請求書（様式第７号）により行なうものとする。

（補助金の交付の時期）
第12条　補助金の交付の時期は、補助事業の完了後とする。

（補助金の交付決定の取り消し）
第13条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)　不正の手段により補助金を受けたとき。
(2)　補助金交付の条件に違反したとき。
２　市長は、前項の規定に基づき交付決定を取り消したときは、令和８年度つくば市水稲病害虫防除事業費補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により当該補助事業者に通知するものとする。

（書類の保存）
第14条　補助事業者は、補助金に係わる書類を、当該交付の年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。

（補則）
第15条　この要項に定めるもののほか、令和８年度つくば市水稲病害虫防除事業費補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則
１　この要項は、令和８年４月１日から適用する。


